
年一プラン 報酬料金表（決算時のみの対応）

決算報酬（年額）年間売上高

130,000 円1,000万円未満

140,000 円3,000万円未満

160,000 円5,000万円未満

（税抜）

月額顧問契約ありとの違い（ 対応していないこと ）

・ 消費税の有利不利判定

・ 消費税の原則課税での計算

・ 源泉所得税の納付手続きの対応

・ 年末調整の対応

・ 法定調書及び償却資産税の対応

・ 経営相談

・ 決算対策等の提案

・ 納税見積りの対応

・ 予定納税の対応

・ インボイス制度の対応

【個人事業主（事業所得）】

決算報酬（年額）年間売上高

150,000 円1,000万円未満

180,000 円3,000万円未満

210,000 円5,000万円未満

（税抜） 【法人】

: 基本的に確定申告書及び決算申告書等の作成並びに税務代理業務のみの対応となります。

: 消費税申告が必要な場合には別途30,000円（税抜）を頂戴いたします。（簡易課税制度のみの対応）

: 記帳代行料は、決算報酬×50%相当額となります。なお、ひと月仕訳数が 50 を超えるごとに、2,500円/月ずつ加算
（年間売上高5,000万円未満のプランでのご契約の場合には、ひと月仕訳数が 70 を超えるごと）

: 自計化をされているお客様で仕訳修正が多い方については別途料金を請求いたします。


